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スウェーテン「法精神医学的保護に関する法律」及ひ「法精神医学的調査に関する法律」（仮訳）

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
「
法
精
神
医
学
的
保
護
に
関
す
る
法
律
」

及
び
「
法
精
神
医
学
的
調
査
に
関
す
る
法
律
」
（
仮
訳
）

　
精
神
障
害
犯
罪
者
に
ス
ウ
ェ
ー
テ
ン
は
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い

る
か
。
そ
れ
を
知
る
た
め
に
標
題
の
二
個
の
法
律
の
翻
訳
を
お
こ
な

っ
た
。
一
般
の
精
神
障
害
者
に
対
し
て
施
さ
れ
る
強
制
保
護
に
関
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

て
は
精
神
医
学
的
強
制
保
護
に
関
す
る
法
律
が
存
在
し
て
い
る
が
、

そ
れ
と
は
別
に
精
神
障
害
犯
罪
者
に
つ
い
て
独
立
し
た
単
行
法
が
存

在
し
て
い
る
。
そ
の
訳
文
と
と
も
に
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
特
有
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

思
わ
れ
る
法
精
神
医
学
的
調
査
に
関
す
る
法
律
の
訳
文
も
併
せ
て
紹

介
し
た
い
。
こ
の
後
者
は
、
刑
事
訴
訟
事
件
に
お
け
る
精
神
鑑
定
を

組
織
化
し
て
い
る
も
の
で
、
精
神
障
害
犯
罪
者
の
訴
訟
法
上
の
処
理

を
担
当
裁
判
所
の
裁
量
で
は
な
く
、
一
定
の
法
律
的
基
準
に
し
た
が

っ
て
行
う
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
意
味
で
、
上
記
の
二
法
律
の
訳
文
か
日
本
の
制
度
を
考
え
る
ヒ

で
何
が
し
か
の
参
考
に
な
る
も
の
と
信
じ
て
い
る
。

坂

田

仁

　
現
在
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
精
神
障
害
犯
罪
者
の
取
扱
の
再
検
討
が

進
行
し
て
い
る
。
一
九
九
六
年
に
は
法
精
神
医
学
的
保
護
の
制
度
を

全
廃
し
て
、
刑
事
責
任
能
力
制
度
を
復
活
す
る
提
案
が
行
わ
れ
た
が
、

そ
の
後
再
び
一
九
九
九
年
に
審
議
会
が
設
置
さ
れ
て
、
昨
年
新
た
な

報
告
書
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
精
神
障
害
犯
罪
者
に
対

す
る
制
裁
体
系
の
改
正
が
提
案
さ
れ
て
い
る
が
、
結
論
を
得
る
の
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

は
相
当
の
日
子
を
要
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
紹
介
は
改
め

て
考
え
る
こ
と
と
し
て
、
本
稿
で
は
と
り
あ
え
ず
、
精
神
医
学
的
強

制
保
護
に
関
す
る
法
律
に
つ
づ
い
て
、
標
記
の
二
法
律
の
翻
訳
の
み

を
示
す
こ
と
に
し
た
い
。
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一
、

法
精
神
医
学
的
保
護
に
関
す
る
法
律

一
年
法
律
第
一
二
五
号
）
仮
訳

（
［
濃
（
一
8
一
ロ
匿
O
）
o
e
感
ひ
冨
O
ω
旨
一
鋤
霞
一
畏
轟
こ
）

年
一
月
一
日
現
在
の
正
文
）

（
一
九
九

（
二
〇
〇
三

　
［
通
　
則
］

第
一
条
　
精
神
医
学
的
強
制
保
護
に
関
す
る
法
律
（
一
九
九
一
年
法

　
律
第
一
一
二
八
号
）
に
定
め
る
場
合
以
外
に
お
け
る
、
自
由
剥
奪

　
及
び
そ
の
他
の
強
制
と
結
合
し
た
精
神
医
学
的
保
護
（
法
精
神
医

　
学
的
保
護
）
に
関
す
る
規
定
は
本
法
で
定
め
る
。

　
　
本
法
は
下
記
の
者
に
適
用
さ
れ
る
。

　
一
、
裁
判
所
の
決
定
の
後
に
法
精
神
医
学
的
保
護
に
付
さ
れ
る
べ

　
　
（
4
）

　
　
き
者
、

　
二
、
勾
留
、
拘
置
又
は
法
精
神
医
学
的
調
査
病
棟
に
収
容
さ
れ
て

　
　
い
る
者
、

　
三
、
矯
正
保
護
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
る
か
、
又
は
移
送
さ
れ
る

　
　
べ
き
者
。

　
四
、
刑
法
第
三
］
章
第
一
条
の
二
に
よ
り
閉
鎖
的
少
年
保
護
の
判

　
　
決
を
受
け
た
結
果
、
特
別
少
年
ホ
ー
ム
に
収
容
さ
れ
て
い
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
又
は
移
送
さ
れ
る
べ
き
者
。
（
一
九
九
八
年
法
律
第
六
一
七
号
）

第
二
条
　
保
健
及
び
医
療
保
護
法
（
一
九
八
二
年
法
律
第
七
六
三

　
号
）
に
定
め
る
保
健
及
び
医
療
保
護
を
提
供
す
る
ラ
ン
ヅ
テ
ィ
ン

　
グ
コ
ム
ー
ン
の
義
務
は
法
精
神
医
学
的
保
護
に
も
こ
れ
を
適
用
す

　
る
。

　
　
本
法
に
お
い
て
ラ
ン
ヅ
テ
ィ
ン
グ
コ
ム
ー
ン
に
つ
い
て
定
め
る

　
事
項
は
、
ラ
ン
ヅ
テ
ィ
ン
グ
に
属
さ
な
い
コ
ム
ー
ン
に
も
こ
れ
を

　
適
用
す
る
。

第
二
条
の
二
　
本
法
に
よ
る
保
護
の
際
の
強
制
措
置
は
、
右
の
措
置

　
の
目
的
と
合
理
的
な
均
衡
の
取
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
の
み
、

　
こ
れ
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
介
入
程
度
の
低
い
措
置
で
十
分

　
な
場
合
に
は
、
そ
の
措
置
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
強
制
は
、
で
き
る
だ
け
控
え
め
に
、
か
つ
、
患
者
に
最
大
限
の

　
配
慮
を
し
て
、
こ
れ
を
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
二
〇
〇

　
〇
年
法
律
第
三
五
四
号
に
よ
り
新
設
）

第
二
条
の
三
　
保
護
の
実
施
を
目
的
と
す
る
強
制
措
置
は
、
そ
の
個

　
人
に
ふ
さ
わ
し
い
情
報
提
供
に
よ
っ
て
も
、
患
者
が
任
意
に
保
護

　
に
協
力
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
の
み
、
こ
れ
を
用
い
る
こ

　
と
が
で
き
る
。
右
の
諸
措
置
は
、
患
者
に
協
力
を
さ
せ
る
の
に
必

　
要
な
限
度
を
越
え
て
こ
れ
を
用
い
て
は
な
ら
な
い
。
（
二
〇
〇
〇

　
年
法
律
第
三
五
四
号
に
よ
り
新
設
）
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スウェーテン「法精神医学的保護に関する法律」及ひ「法精神医学的調査に関する法律」（仮訳）

　
［
法
精
神
医
学
的
保
護
の
決
定
一

第
三
条
　
法
精
神
医
学
的
保
護
に
委
託
す
る
裁
判
所
の
決
定
に
関
す

　
る
規
定
は
、
刑
法
第
三
一
章
第
三
条
に
定
め
る
。

第
四
条
　
第
一
条
第
二
項
第
二
号
、
第
三
号
又
は
第
四
号
に
定
め
る

　
者
は
、
下
記
の
場
合
に
こ
れ
を
法
精
神
医
学
的
保
護
に
付
す
る
こ

　
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
一
、
そ
の
者
が
重
篤
な
精
神
障
害
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と

　
二
、
そ
の
者
が
そ
の
精
神
状
態
及
び
個
人
的
状
況
に
て
ら
し
て
、

　
　
医
療
保
護
施
設
に
収
容
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
得
る
精

　
　
神
医
学
的
保
護
を
必
要
と
し
て
い
る
こ
と

　
　
及
び

　
三
、
そ
の
者
が
右
の
保
護
に
反
対
し
、
又
は
そ
の
精
神
状
態
の
結

　
　
果
本
人
の
同
意
に
よ
っ
て
は
保
護
を
提
供
で
き
な
い
と
考
え
る

　
　
根
拠
あ
る
事
由
が
存
す
る
こ
と

　
　
精
神
医
学
的
強
制
保
護
に
関
す
る
法
律
（
一
九
九
一
年
法
律
第

　
二
二
八
号
）
に
従
い
保
護
を
受
け
て
い
る
者
が
勾
留
さ
れ
、
拘

　
置
さ
れ
、
法
精
神
医
学
的
調
査
病
棟
に
収
容
さ
れ
、
又
は
矯
正
保

　
護
施
設
に
収
容
若
し
く
は
移
送
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
精
神
医

　
学
的
強
制
保
護
の
決
定
は
、
こ
れ
を
法
精
神
医
学
的
保
護
に
関
す

　
る
決
定
と
み
な
す
も
の
と
す
る
。
（
二
〇
〇
〇
年
法
律
第
三
五
四

　
号
）

第
五
条
　
第
四
条
第
一
項
に
よ
る
法
精
神
医
学
的
保
護
の
た
め
の
収

　
容
決
定
は
、
第
六
条
第
一
項
第
二
文
又
は
第
二
項
に
定
め
る
病
棟

　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
の
主
席
上
級
医
師
が
こ
れ
を
行
う
。
こ
の
決
定
の
た
め
に
は
、
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
の
医
師
に
よ
る
保
護
診
断
書
の
提
出
が
必
要
で
あ
る
。
保
護
診
断

　
書
、
保
護
診
断
の
た
め
の
診
察
並
び
に
束
縛
、
隔
離
及
び
処
遇
に

　
関
し
て
は
、
精
神
医
学
的
強
制
保
護
に
関
す
る
法
律
（
一
九
九
一

　
年
法
律
第
一
一
二
八
号
）
第
四
条
、
第
五
条
、
第
六
条
の
二
及
び

　
第
六
条
の
三
第
一
項
第
二
文
の
規
定
の
適
用
可
能
な
部
分
を
適
用

　
す
る
。

　
　
第
四
条
第
一
項
に
よ
る
法
精
神
医
学
的
保
護
の
た
め
の
収
容
の

　
問
題
に
つ
い
て
は
、
患
者
の
診
察
の
後
迅
速
に
こ
れ
を
処
理
し
な

　
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
裁
判
所
が
法
精
神
医
学
的
調
査
の
決
定
を
行
い
、
被
疑
者
が
調

　
査
病
棟
に
収
容
さ
れ
た
場
合
に
は
、
法
精
神
医
学
的
保
護
の
決
定

　
の
た
め
の
保
護
診
断
書
は
必
要
と
さ
れ
な
い
。
勾
留
さ
れ
、
拘
置

　
さ
れ
又
は
矯
正
保
護
施
設
に
収
容
若
し
く
は
移
送
さ
れ
る
べ
き
者
、

　
刑
法
第
三
一
章
第
一
条
の
二
に
よ
り
閉
鎖
的
少
年
保
護
の
判
決
を

　
受
け
た
結
果
特
別
少
年
ホ
ー
ム
に
収
容
又
は
移
送
さ
れ
る
べ
き
者

　
及
び
第
六
条
第
一
項
第
二
文
に
定
め
る
医
療
保
護
施
設
に
任
意
的

　
精
神
医
学
的
保
護
の
た
め
に
同
行
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
も
同
様
と
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す
る
。
（
二
〇
〇
〇
年
法
律
第
三
五
四
号
）

　
［
保
　
護
］

第
六
条
　
法
精
神
医
学
的
保
護
は
ラ
ン
ヅ
テ
ィ
ン
グ
コ
ム
ー
ン
の
運

　
営
す
る
医
療
施
設
に
お
い
て
こ
れ
を
実
施
す
る
。
第
一
条
第
二
項

　
第
二
号
な
い
し
第
四
号
に
定
め
る
場
合
に
法
精
神
医
学
的
保
護
を

　
実
施
す
る
保
護
施
設
に
つ
い
て
は
、
政
府
が
こ
れ
を
決
定
す
る
。

　
　
法
精
神
医
学
的
調
査
病
棟
に
お
い
て
は
、
調
査
を
受
け
る
者
に

　
対
す
る
法
精
神
医
学
的
保
護
が
実
施
さ
れ
る
。
（
一
九
九
八
年
法

　
律
第
六
一
七
号
）

第
七
条
第
一
条
第
二
項
第
一
号
に
よ
る
法
精
神
医
学
的
保
護
は
、

　
右
の
保
護
に
関
す
る
裁
判
所
の
決
定
が
確
定
し
た
と
き
に
遅
滞
な

　
く
実
施
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
対
象
者
が
拘
置
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
右
の
保
護
は
、
対
象

　
者
及
び
検
察
官
が
こ
れ
を
承
認
し
て
い
る
こ
と
を
条
件
に
、
当
該

　
決
定
が
確
定
し
な
い
場
合
に
も
こ
れ
を
開
始
す
る
も
の
と
す
る
。

　
法
精
神
医
学
的
保
護
の
要
件
に
関
わ
る
場
合
を
除
き
、
拘
置
さ
れ

　
て
い
る
者
に
対
し
て
は
、
拘
置
に
か
か
る
決
定
が
効
力
を
有
す
る

　
限
り
法
精
神
医
学
的
保
護
に
関
す
る
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。

第
八
条
　
法
精
神
医
学
的
保
護
に
つ
い
て
は
、
精
神
医
学
的
強
制
保

　
護
に
関
す
る
法
律
（
一
九
九
一
年
法
律
第
三
二
八
号
）
第
一
六

条
な
い
し
第
二
四
条
の
規
定
の
適
用
可
能
な
部
分
を
適
用
す
る
。

　
勾
留
さ
れ
、
拘
置
さ
れ
、
法
精
神
医
学
的
調
査
施
設
に
収
容
さ

れ
、
又
は
矯
正
保
護
施
設
に
収
容
さ
れ
若
し
く
は
移
送
さ
れ
る
べ

き
者
に
関
し
て
、
矯
正
保
護
庁
は
、
特
別
な
場
合
、
秩
序
及
び
保

安
の
観
点
か
ら
必
要
な
ら
ば
、
送
付
物
を
受
領
し
又
は
発
送
す
る

権
利
、
面
会
を
受
け
る
権
利
及
び
外
部
の
者
と
電
話
す
る
権
利
を

個
別
に
制
限
す
る
決
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
刑
法
第
三
一
章

第
一
条
の
二
に
よ
り
閉
鎖
的
少
年
保
護
の
判
決
を
受
け
た
結
果
特

別
少
年
ホ
ー
ム
に
収
容
さ
れ
て
い
る
か
又
は
移
送
さ
れ
る
べ
き
者

に
関
し
て
は
国
営
施
設
庁
が
こ
れ
に
対
応
す
る
決
定
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
。
勾
留
又
は
拘
置
等
を
受
け
て
い
る
者
の
処
遇
に
関
す

る
法
律
（
一
九
七
六
年
法
律
第
三
七
一
号
）
第
九
条
第
一
項
第
一

文
に
定
め
る
勾
留
又
は
拘
置
等
を
受
け
て
い
る
者
か
ら
の
書
簡
、

施
設
内
矯
正
保
護
に
関
す
る
法
律
（
一
九
七
四
年
法
律
第
二
〇
三

号
）
第
二
五
条
第
一
項
第
一
文
に
定
め
る
受
刑
者
か
ら
の
書
簡
及

び
少
年
の
保
護
に
関
す
る
特
別
規
定
（
一
九
九
〇
年
法
律
第
五
二

号
）
第
一
九
条
第
二
項
に
定
め
る
書
簡
は
、
常
に
事
前
の
検
閲
な

し
に
送
出
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
裁
判
所
の
決
定
の
後
に
法
精
神
医
学
的
保
護
に
付
さ
れ
て
い
る

者
及
び
矯
正
保
護
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
る
者
に
関
し
て
、
政
府

は
、
特
別
な
場
合
に
、
国
の
安
全
に
て
ら
し
て
又
は
右
の
者
が
医
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療
保
護
施
設
に
滞
在
し
て
い
る
問
に
政
治
的
目
的
の
た
め
に
暴
力
、

　
威
嚇
又
は
強
制
の
使
用
を
意
味
す
る
罪
に
共
同
加
功
す
る
危
険
に

　
て
ら
し
て
、
送
付
物
を
受
領
し
又
は
発
送
す
る
権
利
、
面
会
を
受

　
け
る
権
利
及
び
外
部
の
者
と
電
話
す
る
権
利
を
個
別
に
制
限
す
る

　
決
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
（
一
九
九
八
年
法
律
第
六
一
七
号
）

第
九
条
　
主
席
上
級
医
師
は
、
保
護
が
特
別
な
解
除
事
由
審
理
に
か

　
か
る
場
合
を
除
い
て
、
裁
判
所
に
よ
る
刑
法
第
三
一
章
第
三
条
に

　
従
っ
た
精
神
医
学
的
保
護
の
決
定
に
基
づ
き
法
精
神
医
学
的
保
護

　
を
受
け
て
い
る
患
者
に
対
し
て
、
保
護
期
間
中
の
一
定
期
問
医
療

　
保
護
施
設
区
域
外
に
滞
在
す
る
許
可
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
右
の
許
可
は
一
定
の
機
会
又
は
機
会
ご
と
に
こ
れ
を
与
え
る
こ
と

　
が
で
き
る
。
右
の
許
可
は
ま
た
、
こ
の
措
置
が
強
制
保
護
の
終
了

　
の
準
備
の
た
め
に
必
要
だ
と
考
え
る
特
別
な
理
由
が
存
す
る
場
合

　
に
は
、
長
期
間
に
わ
た
り
こ
れ
を
与
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
右
の

　
許
可
は
保
護
計
画
と
一
致
す
る
と
い
う
前
提
で
の
み
こ
れ
を
与
え

　
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
医
療
保
護
施
設
区
域
外
に
滞
在
す
る
許
可
に
は
特
別
な
条
件
を

　
付
す
こ
と
が
で
き
る
。
指
示
さ
れ
る
べ
き
条
件
に
つ
い
て
は
、
精

　
神
医
学
的
強
制
保
護
に
関
す
る
法
律
（
］
九
九
一
年
法
律
第
一
一

　
二
八
号
）
第
二
五
条
の
二
の
規
定
を
適
用
す
る
。

　
　
主
席
上
級
医
師
は
、
状
況
に
よ
り
必
要
な
場
合
、
第
一
項
に
定

　
め
る
許
可
を
取
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
（
二
〇
〇
〇
年
法
律
第
三

　
五
四
号
）

第
十
条
　
特
別
な
解
除
事
由
審
理
に
か
か
る
刑
法
第
三
一
章
第
三
条

　
に
よ
る
精
神
医
学
的
保
護
の
決
定
の
後
に
法
精
神
医
学
的
保
護
を

　
受
け
て
い
る
者
に
関
し
て
、
保
護
期
間
中
の
一
定
期
間
医
療
保
護

　
施
設
区
域
外
に
滞
在
す
る
許
可
の
問
題
は
、
主
席
上
級
医
師
又
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
患
者
の
申
請
の
後
に
州
裁
判
所
が
こ
れ
を
審
理
す
る
。

　
　
州
裁
判
所
は
自
ら
の
審
理
に
際
し
て
、
特
別
な
解
除
事
由
審
理

　
の
決
定
を
導
い
た
罪
の
種
類
、
再
犯
の
危
険
性
及
び
患
者
の
受
け

　
て
い
る
保
護
及
び
処
遇
の
効
果
に
特
に
注
意
を
払
わ
な
く
て
は
な

　
ら
な
い
。
右
の
許
可
は
特
定
の
機
会
に
又
は
機
会
ご
と
に
こ
れ
を

　
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
右
の
許
可
は
、
法
精
神
医
学
的
保

　
護
を
終
了
す
る
準
備
の
た
め
に
右
の
措
置
が
必
要
で
あ
る
と
考
え

　
ら
れ
る
特
別
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
長
期
間
に
わ
た
り
こ
れ
を

　
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
右
の
許
可
は
、
保
護
計
画
と
一
致
す
る

　
と
い
う
前
提
で
の
み
こ
れ
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
医
療
保
護
施
設
区
域
外
に
滞
在
す
る
許
可
に
は
特
別
な
条
件
を

　
付
す
こ
と
が
で
き
る
。
指
示
さ
れ
る
べ
き
条
件
に
つ
い
て
は
、
精

　
神
医
学
的
強
制
保
護
に
関
す
る
法
律
（
一
九
九
一
年
法
律
第
一
一

　
二
八
号
）
第
二
五
条
の
二
の
規
定
を
適
用
す
る
。

　
　
州
裁
判
所
は
、
主
席
上
級
医
師
の
申
請
の
後
に
右
の
医
師
に
特
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定
の
患
者
に
関
し
て
第
一
項
に
よ
る
許
可
に
つ
い
て
決
定
す
る
権

　
限
を
委
譲
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
理
由
が
あ
る
と
き
に
は
、
州
裁

　
判
所
は
こ
の
権
限
を
取
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。
必
要
が
あ
る
場
合
、

　
主
席
上
級
医
師
は
、
医
療
保
護
施
設
区
域
外
に
滞
在
す
る
許
可
を

　
取
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
（
二
〇
〇
〇
年
法
律
第
三
五
四
号
）

第
十
条
の
二
　
特
別
な
解
除
事
由
審
理
に
か
か
る
刑
法
第
二
章
第

　
三
条
に
よ
る
精
神
医
学
的
保
護
の
決
定
の
後
に
法
精
神
医
学
的
保

　
護
を
受
け
て
い
る
者
に
関
し
て
、
主
席
上
級
医
師
は
、
州
裁
判
所

　
が
そ
れ
を
承
認
し
た
場
合
に
限
り
、
患
者
に
対
し
て
医
療
施
設
区

　
域
内
に
限
り
保
護
区
画
か
ら
の
単
独
外
出
を
許
可
す
る
こ
と
が
で

　
き
る
。

　
　
第
一
項
に
定
め
る
承
認
を
求
め
る
主
席
上
級
医
師
の
申
請
の
審

　
理
に
際
し
て
、
州
裁
判
所
は
、
特
別
な
解
除
事
由
審
理
に
か
か
る

　
決
定
を
も
た
ら
し
た
罪
の
種
類
、
再
犯
の
危
険
性
、
患
者
の
受
け

　
て
い
る
保
護
と
処
遇
の
効
果
及
び
医
療
保
護
施
設
の
保
安
状
況
に

　
特
に
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
右
の
承
認
は
当
分
の
間

　
又
は
期
間
を
特
定
し
て
こ
れ
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
状
況

　
に
よ
り
こ
れ
を
取
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
主
席
上
級
医
師
は
、
与
え
ら
れ
た
承
認
の
存
続
に
関
し
て
重
要

　
な
状
況
を
州
裁
判
所
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
一
九
九

　
五
年
法
律
第
七
三
八
号
に
よ
り
新
設
・
二
〇
〇
〇
年
法
律
第
三
五

　
四
号
）

第
十
条
の
三
　
主
席
上
級
医
師
は
、
矯
正
保
護
庁
又
は
国
営
施
設
庁

　
が
承
認
し
た
場
合
に
限
り
、
第
一
条
第
三
号
又
は
第
四
号
の
規
定

　
に
基
づ
き
法
精
神
医
学
的
保
護
を
受
け
て
い
る
者
に
対
し
て
医
療

　
保
護
施
設
区
域
内
に
限
り
、
保
護
区
画
か
ら
の
単
独
外
出
の
許
可

　
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
主
席
上
級
医
師
は
、
与
え
ら
れ
た
承

　
認
の
存
続
に
関
し
て
重
要
な
状
況
を
矯
正
保
護
庁
又
は
国
営
施
設

　
庁
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
二
〇
〇
〇
年
法
律
第
三
五

　
四
号
に
よ
り
新
設
）

第
十
【
条
　
矯
正
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
る
者
又
は
刑
法
第
三
一
章

　
第
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
閉
鎖
的
少
年
保
護
の
判
決
の
結
果
特

　
別
少
年
ホ
ー
ム
に
収
容
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
か
つ
法
精
神

　
医
学
的
保
護
を
受
け
て
い
る
者
は
、
保
護
期
問
中
の
一
定
期
間
医

　
療
保
護
施
設
区
域
外
に
滞
在
す
る
許
可
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
右
の
許
可
は
、
一
定
の
機
会
又
は
機
会
ご
と
に
こ
れ
を
与
え
る
こ

　
と
が
で
き
る
。
右
の
許
可
は
ま
た
、
こ
の
措
置
が
強
制
保
護
の
終

　
了
の
準
備
の
た
め
に
必
要
だ
と
考
え
る
特
別
な
理
由
が
存
す
る
場

　
合
に
は
、
長
期
間
に
わ
た
り
こ
れ
を
与
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
右

　
の
許
可
は
保
護
計
画
と
一
致
す
る
と
い
う
前
提
で
の
み
こ
れ
を
与

　
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
第
一
項
に
よ
る
許
可
に
は
特
別
な
条
件
を
付
す
こ
と
が
で
き
る
。
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指
示
さ
れ
る
べ
き
条
件
に
つ
い
て
は
、
精
神
医
学
的
強
制
保
護
に

　
関
す
る
法
律
（
一
九
九
一
年
法
律
第
一
二
一
八
号
）
第
二
五
条
の

　
二
の
規
定
を
適
用
す
る
。
（
二
〇
〇
〇
年
法
律
第
三
五
四
号
）

第
十
一
条
の
二
　
第
二
条
第
一
項
に
よ
る
許
可
の
問
題
は
、
主
席

　
上
級
医
師
又
は
患
者
の
申
請
の
後
に
、
矯
正
保
護
施
設
に
収
容
さ

　
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
矯
正
保
護
庁
に
よ
り
、
特
別
少
年
ホ
ー

　
ム
に
収
容
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
国
営
施
設
庁
に
よ
り
、
そ

　
れ
ぞ
れ
審
理
さ
れ
る
。
申
請
が
患
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
場
合
に
は
、

　
主
席
上
級
医
師
の
意
見
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
医
療
保
護

　
施
設
区
域
外
に
滞
在
す
る
場
合
に
は
医
療
保
護
職
員
が
患
者
に
付

　
添
う
べ
き
と
き
で
あ
っ
て
も
右
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
二
〇
〇
〇
年
法
律
第
三
五
四
号
に
よ
り
新
設
）

第
十
一
条
の
三
　
乱
用
の
危
険
が
あ
り
得
な
い
場
合
、
拘
置
さ
れ
て

　
い
る
者
又
は
法
精
神
医
学
的
調
査
病
棟
に
収
容
さ
れ
て
い
る
者
は
、

　
重
篤
な
疾
病
に
罹
っ
て
い
る
親
族
を
訪
問
す
る
た
め
、
親
族
の
葬

　
儀
に
出
席
す
る
た
め
又
は
そ
の
他
正
当
な
理
由
が
存
す
る
場
合
に
、

　
短
期
間
医
療
保
護
施
設
区
域
又
は
調
査
病
棟
区
域
外
に
滞
在
す
る

　
許
可
を
与
え
ら
れ
る
。
医
療
保
護
施
設
区
域
又
は
調
査
病
棟
区
域

　
外
に
滞
在
す
る
間
、
拘
置
中
の
者
は
、
特
別
な
理
由
に
よ
り
不
必

　
要
と
認
め
ら
れ
な
い
限
り
、
監
視
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
第
一
項
に
よ
る
許
可
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
矯
正
保
護
庁
が
こ

　
れ
を
審
理
す
る
。
決
定
に
は
、
患
者
が
監
視
を
受
け
る
べ
き
か
否

　
か
に
つ
い
て
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
二
〇
〇
〇
年
法
律

　
第
三
五
四
号
に
よ
り
新
設
）

第
十
一
条
の
四
　
政
府
又
は
政
府
の
定
め
る
機
関
は
、
規
定
又
は
個

　
別
の
事
件
に
お
け
る
決
定
に
よ
り
、
第
一
〇
条
の
三
、
第
一
一
条

　
の
二
及
び
第
一
一
条
の
三
に
よ
る
矯
正
保
護
庁
の
権
限
を
、
同
庁

　
を
除
く
そ
の
他
の
矯
正
保
護
事
務
所
又
は
矯
正
保
護
庁
の
職
員
に

　
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
二
〇
〇
〇
年
法
律
第
三
五
四
号
に

　
よ
り
新
設
）

　
［
法
精
神
医
学
的
保
護
の
終
了
］

第
十
二
条
　
特
別
な
解
除
事
由
審
理
に
か
か
る
決
定
を
伴
わ
な
い
刑

　
法
第
三
一
章
第
三
条
に
よ
る
精
神
医
学
的
保
護
を
受
け
て
い
る
者

　
が
重
篤
な
精
神
障
害
か
ら
回
復
し
た
場
合
又
は
そ
の
精
神
状
態
及

　
び
そ
の
他
の
個
人
的
状
況
に
て
ら
し
て
、
自
由
剥
奪
及
び
そ
の
他

　
の
強
制
を
伴
う
精
神
医
学
的
保
護
の
た
め
の
医
療
保
護
施
設
に
収

　
容
す
る
必
要
性
が
な
く
な
っ
た
場
合
、
患
者
が
保
護
さ
れ
て
い
る

　
病
棟
の
主
席
上
級
医
師
は
、
直
ち
に
保
護
の
終
了
の
決
定
を
し
な

　
　
　
　
　
　
（
H
）

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
四
条
に
よ
る
法
精
神
医
学
的
保
護
を
受
け

　
て
い
る
者
が
当
該
保
護
を
必
要
と
し
な
く
な
っ
た
場
合
も
同
様
で

　
あ
る
。
法
精
神
医
学
的
保
護
の
終
了
は
、
継
続
的
に
こ
れ
を
検
討
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し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

第
十
三
条
　
第
一
二
条
第
一
文
に
定
め
る
法
精
神
医
学
的
保
護
は
、

　
裁
判
所
の
決
定
が
執
行
可
能
に
な
っ
た
と
き
か
ら
数
え
て
最
高
四

　
月
間
継
続
す
る
も
の
と
す
る
。
患
者
が
右
の
日
時
よ
り
遅
れ
て
医

　
療
保
護
施
設
に
到
着
し
た
場
合
、
右
の
日
数
は
到
着
し
た
日
よ
り

　
こ
れ
を
計
算
す
る
。

　
　
州
裁
判
所
は
、
主
席
上
級
医
師
の
申
請
の
後
上
記
の
最
長
期
を

　
越
え
て
法
精
神
医
学
的
保
護
の
延
長
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
保
護
期
間
の
延
長
の
承
認
は
、
審
理
の
時
期
か
ら
数
え
て
そ
の

　
都
度
最
高
六
月
間
に
限
っ
て
こ
れ
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
延

　
長
の
申
請
は
、
有
効
な
法
精
神
医
学
的
保
護
の
期
間
が
満
了
す
る

　
以
前
に
、
州
裁
判
所
に
到
着
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条
　
第
二
二
条
に
よ
る
申
請
が
州
裁
判
所
に
到
着
し
た
場
合
、

　
法
精
神
医
学
的
保
護
は
裁
判
所
の
決
定
ま
で
差
当
た
り
こ
れ
を
延

　
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
裁
判
所
が
申
請
を
棄
却
し
た
場
合
保
護

　
を
直
ち
に
終
了
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
申
請
及
び
右
の
申
請
に

　
か
か
る
承
認
は
、
法
精
神
医
学
的
保
護
を
終
了
す
る
決
定
が
な
さ

　
れ
た
場
合
を
除
き
、
患
者
が
他
の
医
療
保
護
施
設
に
移
送
さ
れ
た

　
場
合
に
も
効
力
を
有
す
る
。

　
　
第
一
三
条
第
三
項
第
二
文
に
定
め
る
期
間
内
に
法
精
神
医
学
的

　
保
護
の
承
認
に
か
か
る
申
請
が
州
裁
判
所
に
到
着
し
な
か
っ
た
場

　
合
、
法
精
神
医
学
的
保
護
は
終
了
す
る
。

第
十
五
条
　
第
四
条
に
よ
る
法
精
神
医
学
的
保
護
は
、
遅
く
と
も
下

　
記
の
時
期
ま
で
に
終
了
す
る
も
の
と
す
る
。

　
一
、
勾
留
又
は
拘
置
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
自
由
剥
奪
の

　
　
決
定
の
効
力
が
終
了
し
た
と
き

　
二
、
法
精
神
医
学
的
調
査
に
関
す
る
法
律
（
一
九
九
一
年
法
律
第

　
　
一
二
二
七
号
）
第
一
〇
条
に
基
づ
き
収
容
さ
れ
て
い
る
者
に
つ

　
　
い
て
は
、
調
査
病
棟
に
強
制
収
容
で
き
な
く
な
っ
た
と
き

　
三
、
矯
正
保
護
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
釈
放

　
　
さ
れ
た
と
き

　
四
、
刑
法
第
三
一
章
第
一
条
の
二
に
よ
り
閉
鎖
的
少
年
保
護
の
判

　
　
決
を
受
け
た
結
果
特
別
少
年
ホ
ー
ム
に
収
容
さ
れ
て
い
る
者
に

　
　
つ
い
て
は
、
当
該
執
行
の
終
了
の
際
（
一
九
九
八
年
法
律
第
六

　
　
一
七
号
）

第
十
六
条
　
特
別
な
解
除
事
由
審
理
に
か
か
る
刑
法
第
一
二
章
第
三

　
条
に
よ
る
法
精
神
医
学
的
保
護
を
受
け
て
い
る
者
に
関
し
て
は
、

　
保
護
は
下
記
の
時
期
に
終
了
す
る
も
の
と
す
る
。

　
一
、
特
別
な
解
除
事
由
審
理
に
か
か
る
決
定
を
導
い
た
精
神
障
害

　
　
の
結
果
に
て
ら
し
、
患
者
に
も
は
や
重
大
な
罪
の
再
犯
を
行
う

　
　
危
険
が
認
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
き
、
及
び

　
二
、
患
者
の
精
神
状
態
及
び
そ
の
他
の
個
人
的
状
況
に
て
ら
し
て
、
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自
由
剥
奪
及
び
そ
の
他
の
強
制
と
結
合
し
て
い
る
法
精
神
医
学

　
　
的
保
護
の
た
め
の
医
療
保
護
施
設
に
収
容
す
る
こ
と
が
不
必
要

　
　
に
な
っ
た
と
き
。

　
　
第
一
項
の
問
題
は
、
主
席
上
級
医
師
の
届
出
又
は
患
者
の
請
求

　
の
後
に
、
州
裁
判
所
か
こ
れ
を
審
理
す
る
。
右
の
届
出
は
、
主
席

　
上
級
医
師
が
法
精
神
医
学
的
保
護
を
終
了
で
き
る
と
認
め
た
と
き

　
に
直
ち
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
右
以
外
の
場
合
に
は
、
届

　
出
は
、
裁
判
所
の
決
定
が
執
行
可
能
に
な
っ
た
日
又
は
、
患
者
が

　
そ
れ
よ
り
遅
れ
た
日
に
医
療
保
護
施
設
に
到
着
し
た
場
合
に
は
そ

　
の
到
着
の
日
よ
り
数
え
て
遅
く
と
も
四
月
以
内
に
こ
れ
を
行
わ
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
以
後
は
、
州
裁
判
所
が
こ
の
問
題
に
つ

　
い
て
決
定
を
言
渡
し
た
日
か
ら
六
月
ご
と
に
届
出
を
行
わ
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。

第
十
七
条
　
入
国
禁
止
、
国
外
退
去
及
び
犯
罪
人
引
渡
に
伴
う
法
精

　
神
医
学
的
保
護
の
終
了
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
精
神
医
学
的
強
制

　
保
護
に
関
す
る
法
律
（
一
九
九
一
年
法
律
第
一
二
一
八
号
）
第
二

　
九
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

　
　
外
国
人
で
あ
る
患
者
に
関
し
て
は
、
外
国
人
法
（
↓
九
八
九
年

　
法
律
第
五
二
九
号
）
第
一
二
章
第
三
条
に
基
づ
い
て
言
渡
さ
れ
た

　
本
国
送
還
の
決
定
の
執
行
の
際
に
法
精
神
医
学
的
保
護
は
終
了
す

　
る
。

　
刑
法
第
三
］
章
第
三
条
に
よ
る
法
精
神
医
学
的
保
護
へ
の
引
渡

を
内
容
と
す
る
制
裁
の
執
行
が
刑
事
判
決
の
執
行
に
関
す
る
国
際

協
力
に
関
す
る
法
律
（
一
九
七
二
年
法
律
第
二
六
〇
号
）
に
基
づ

き
他
国
に
移
送
す
べ
き
旨
の
決
定
が
言
渡
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当

該
決
定
の
執
行
の
際
に
法
精
神
医
学
的
保
護
は
終
了
す
る
。

　
［
不
服
申
立
］

第
十
八
条
　
患
者
は
、
下
記
の
事
項
に
か
か
る
主
席
上
級
医
師
の
決

　
定
に
つ
い
て
、
州
裁
判
所
に
不
服
申
立
が
で
き
る
。

　
一
、
第
五
条
に
よ
る
法
精
神
医
学
的
保
護
の
た
め
の
収
容
。
こ
の

　
　
場
合
、
右
の
不
服
申
立
が
保
護
の
終
了
の
要
求
を
含
む
も
の
と

　
　
み
な
す
も
の
と
す
る
。

　
二
、
第
二
一
条
に
定
め
る
場
含
に
法
精
神
医
学
的
保
護
を
終
了
す

　
　
べ
き
だ
と
す
る
要
求
の
棄
却
。

　
三
、
第
九
条
又
は
第
一
〇
条
第
四
項
第
一
文
に
定
め
る
場
合
に
保

　
　
護
施
設
区
域
外
に
滞
在
す
る
許
可
を
求
め
る
要
求
の
棄
却
又
は

　
　
右
の
滞
在
に
伴
う
条
件
の
言
渡
。

　
四
、
第
九
条
又
は
第
↓
○
条
第
四
項
第
三
文
に
よ
る
、
保
護
施
設

　
　
区
域
外
に
滞
在
す
る
許
可
の
取
消
。
又
は
、

　
五
　
財
物
の
廃
棄
又
は
売
却
に
関
す
る
精
神
医
学
的
強
制
保
護
に

　
　
関
す
る
法
律
（
一
九
九
一
年
法
律
第
］
一
二
八
号
）
第
二
四
条
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が
準
用
さ
れ
る
第
八
条
に
よ
る
命
令
。

　
　
そ
の
他
の
本
法
に
よ
る
主
席
上
級
医
師
の
決
定
に
は
不
服
を
申

　
立
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
主
席
上
級
医
師
は
、
本
法
に
よ
る
裁

　
判
所
の
決
定
に
対
し
て
不
服
を
申
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
　
主
席
上
級
医
師
の
決
定
に
不
服
を
申
立
て
る
と
き
、
右
の
申
立

　
は
、
州
裁
判
所
に
こ
れ
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
州
裁
判

　
所
は
、
不
服
申
立
が
法
定
期
間
内
に
提
出
さ
れ
た
か
否
か
を
審
理

　
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
不
服
申
立
が
著
し
く
遅
延
し
て
提
出
さ

　
れ
た
場
合
に
は
、
州
裁
判
所
は
こ
れ
を
却
下
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。
た
だ
し
、
主
席
上
級
医
師
が
不
服
申
立
の
方
法
を
患
者
に
誤

　
っ
て
通
知
し
た
こ
と
が
遅
延
の
原
因
に
な
っ
た
場
合
は
こ
の
限
り

　
で
な
い
。
申
立
期
間
が
満
了
す
る
以
前
に
不
服
申
立
が
主
席
上
級

　
医
師
の
も
と
に
提
出
さ
れ
て
い
た
場
合
に
は
、
当
該
不
服
申
立
を

　
却
下
し
て
は
な
ら
な
い
。
右
の
場
合
に
は
、
主
席
上
級
医
師
は
当

　
該
不
服
申
立
を
直
ち
に
州
裁
判
所
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
二
〇
〇
〇
年
法
律
第
三
五
四
号
）

第
十
八
条
の
二
　
第
一
〇
条
の
二
に
よ
る
州
裁
判
所
の
決
定
に
対
し

　
て
は
不
服
を
申
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
（
一
九
九
五
年
法
律

　
第
七
三
八
号
に
よ
り
新
設
）

第
十
九
条
　
第
八
条
第
二
項
、
第
一
〇
条
の
三
、
第
二
条
の
二
及

　
び
第
二
条
の
三
に
よ
る
矯
正
保
護
庁
又
は
国
営
施
設
庁
の
決
定

　
に
対
し
、
患
者
は
一
般
行
政
裁
判
所
に
不
服
申
立
を
提
起
す
る
こ

　
と
が
で
き
る
。
高
等
行
政
裁
判
所
へ
の
不
服
申
立
に
つ
い
て
は
審

　
理
許
可
が
必
要
で
あ
る
。

第
二
十
条
　
検
察
官
は
、
下
記
の
決
定
に
対
し
て
不
服
申
立
を
提
起

　
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
、
第
一
〇
条
第
一
項
に
よ
る
、
患
者
が
医
療
保
護
施
設
区
域
外

　
　
に
滞
在
す
る
こ
と
を
許
可
す
る
旨
の
州
裁
判
所
の
決
定

　
二
、
第
一
〇
条
第
四
項
第
一
文
に
よ
る
、
一
定
の
患
者
に
つ
い
て

　
　
医
療
保
護
施
設
区
域
外
に
滞
在
す
る
許
可
を
与
え
る
こ
と
を
主

　
　
席
上
級
医
師
に
委
譲
す
る
州
裁
判
所
の
決
定

　
三
、
第
一
六
条
に
よ
る
、
保
護
を
終
了
す
る
決
定

　
　
た
だ
し
、
検
察
官
が
右
の
決
定
の
以
前
に
裁
判
所
に
対
し
て
当

　
該
決
定
に
対
し
て
不
服
申
立
が
あ
り
得
る
旨
届
出
た
場
合
に
限
る
。

　
（
二
〇
〇
〇
年
法
律
第
三
五
四
号
）

　
［
裁
判
所
の
事
件
処
理
］

第
二
十
一
条
　
本
法
に
よ
り
州
裁
判
所
に
よ
っ
て
審
理
さ
れ
る
べ
き

　
問
題
は
、
関
係
医
療
保
護
施
設
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
州
裁
判
所

　
が
こ
れ
を
処
理
す
る
。
（
二
〇
〇
〇
年
法
律
第
三
五
四
号
）

第
二
十
一
条
の
二
　
本
法
に
よ
る
訴
訟
事
件
は
こ
れ
を
迅
速
に
処
理

　
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
申
請
又
は
届
出
が
州
裁
判
所
に
到
着
し
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た
後
速
や
か
に
、
裁
判
所
は
右
の
申
請
又
は
届
出
が
法
定
期
間
内

　
に
到
着
し
た
か
否
か
を
審
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
右
の
申
請

　
又
は
届
出
の
到
着
が
著
し
く
遅
延
し
た
場
合
、
裁
判
所
は
迅
速
に

　
主
席
上
級
医
師
に
対
し
て
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。

　
　
州
裁
判
所
に
お
い
て
、
訴
訟
事
件
は
、
申
請
、
届
出
又
は
不
服

申
立
が
州
裁
判
所
に
到
着
し
て
か
ら
八
日
以
内
に
裁
判
の
た
め
取

　
上
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
別
な
解
除
事
由
審
理
の
決
定

　
に
か
か
る
刑
法
第
］
二
章
第
三
条
に
よ
る
法
精
神
医
学
的
保
護
を

　
受
け
て
い
る
患
者
に
関
す
る
訴
訟
事
件
の
場
合
に
は
、
右
の
訴
訟

　
事
件
が
州
裁
判
所
に
係
属
し
た
日
か
ら
一
五
日
以
内
に
裁
判
の
た

　
め
取
上
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
州
裁
判
所
は
、
補
充
調
査

　
が
必
要
な
場
合
又
は
そ
の
他
特
別
な
事
情
に
よ
り
必
要
と
さ
れ
る

　
場
合
に
は
、
上
記
の
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
第
二
項
の
規
定
は
、
精
神
医
学
的
強
制
保
護
に
関
す
る
法
律

　
（
一
九
九
一
年
法
律
第
一
一
二
八
号
）
第
二
四
条
に
定
め
る
財
物

　
の
廃
棄
又
は
売
却
に
関
す
る
訴
訟
事
件
に
は
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。

　
　
州
裁
判
所
は
、
訴
訟
事
件
が
処
理
さ
れ
る
ま
で
の
間
訴
訟
物
に

　
関
し
て
命
令
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
二
〇
〇
〇
年
法
律
第

　
三
五
四
号
に
よ
り
新
設
）

第
二
十
一
条
の
三
　
口
頭
審
理
の
問
題
に
関
し
て
は
、
精
神
医
学
的

　
強
制
保
護
に
関
す
る
法
律
（
一
九
九
一
年
法
律
第
一
ニ
バ
号
）

　
第
三
六
条
及
び
第
三
七
条
を
適
用
す
る
。
第
一
〇
条
の
二
又
は
第

　
一
〇
条
の
三
に
よ
る
問
題
に
お
い
て
は
、
同
法
第
三
六
条
及
び
第

　
三
七
条
第
二
項
は
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。
（
二
〇
〇
〇
年
法
律
第

　
三
五
四
号
に
よ
り
新
設
）

第
二
十
一
条
の
四
　
高
等
行
政
裁
判
所
に
お
け
る
訴
訟
事
件
の
処
理

　
に
お
い
て
は
、
参
審
員
を
裁
判
所
に
加
え
る
。
た
だ
し
、
第
一
八

　
条
第
一
項
第
二
号
な
い
し
第
五
号
に
定
め
る
問
題
の
み
に
関
す
る

　
訴
訟
事
件
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。

　
　
第
一
八
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
関
す
る
訴
訟
事
件
に

　
お
い
て
は
、
当
該
保
護
が
特
別
な
解
除
事
由
審
理
に
か
か
る
も
の

　
で
あ
る
場
合
に
は
、
高
等
行
政
裁
判
所
に
参
審
員
を
加
え
る
。

　
（
二
〇
〇
〇
年
法
律
第
三
五
四
号
に
よ
り
新
設
）

第
二
十
二
条
　
第
十
条
第
一
項
又
は
第
十
六
条
に
よ
る
訴
訟
事
件
で

　
患
者
か
ら
の
申
請
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
訴
訟
事
件
又
は
第
一
八

　
条
第
一
項
第
一
号
に
よ
る
訴
訟
事
件
に
お
い
て
は
、
州
裁
判
所
は
、

　
主
席
上
級
医
師
の
意
見
を
聴
取
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
〇

　
条
第
↓
項
、
第
コ
ニ
条
又
は
第
一
六
条
に
よ
り
申
請
又
は
届
出
を

　
主
席
上
級
医
師
が
行
う
場
合
に
は
、
右
の
医
師
は
、
右
の
訴
訟
に

　
際
し
て
審
理
さ
れ
る
べ
き
問
題
に
関
す
る
見
解
を
提
示
し
、
ま
た

　
右
の
見
解
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
状
況
の
説
明
資
料
を
提
出
し
な
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け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
明
ら
か
に
不
必
要
な
場
合
を
除
き
、
州
裁
判
所
は
、
第
一
〇
条
、

　
第
一
〇
条
の
二
又
は
第
一
六
条
に
よ
る
訴
訟
事
件
で
あ
っ
て
、
法

　
精
神
医
学
的
保
護
の
決
定
の
言
渡
の
あ
っ
た
事
件
の
担
当
検
察
官

　
又
は
特
別
な
理
由
が
あ
る
と
き
に
は
そ
の
他
の
検
察
官
に
、
保
護

　
施
設
区
域
外
に
滞
在
す
る
許
可
の
問
題
、
右
の
許
可
に
つ
い
て
決

　
定
す
る
こ
と
を
主
席
上
級
医
師
に
委
譲
す
る
問
題
、
主
席
上
級
医

　
師
が
医
療
保
護
施
設
区
域
内
で
保
護
区
画
の
外
に
滞
在
す
る
許
可

　
を
与
え
る
こ
と
を
承
認
す
る
問
題
、
又
は
保
護
の
終
了
の
問
題
に

　
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
決
定
が
言
渡
さ
れ
る
以
前
に
意
見
を
述
べ
る

　
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
一
九
九
五
年
法
律
第
七
三

　
八
号
）

第
二
十
二
条
の
二
　
第
二
二
条
に
よ
る
保
護
の
延
長
の
承
認
に
関
し
、

　
第
一
六
条
に
よ
る
延
長
さ
れ
た
保
護
の
終
了
に
関
し
、
第
一
八
条

　
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
よ
る
決
定
に
対
す
る
不
服
申

　
立
の
際
に
、
又
は
特
別
な
解
除
事
由
審
理
に
か
か
る
刑
法
第
三
一

　
章
第
三
条
に
よ
る
決
定
を
伴
う
法
精
神
医
学
的
保
護
を
受
け
て
い

　
る
者
に
対
す
る
保
護
施
設
区
域
外
に
滞
在
す
る
許
可
若
し
く
は
当

　
該
許
可
の
取
消
に
関
し
、
そ
れ
ぞ
れ
一
般
行
政
裁
判
所
に
お
け
る

　
訴
訟
事
件
に
お
い
て
、
付
添
人
の
必
要
性
が
な
い
と
仮
定
し
て
は

　
な
ら
な
い
場
合
に
は
、
右
の
措
置
に
か
か
る
者
の
た
め
に
国
選
の

　
付
添
人
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
一
九
九
六
年
法
律
第
一

　
六
五
一
号
に
よ
り
新
設
）

第
二
十
二
条
の
三
　
特
別
な
解
除
事
由
審
理
の
決
定
を
伴
う
刑
法
第

　
一
三
章
第
三
条
に
よ
る
法
精
神
医
学
的
保
護
を
受
け
て
い
る
者
に

　
関
し
て
、
検
察
官
は
、
州
裁
判
所
に
対
し
て
下
記
の
事
項
に
か
か

　
る
決
定
の
効
力
の
停
止
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
、
保
護
施
設
区
域
外
に
滞
在
す
る
許
可
、
又
は

　
二
、
保
護
施
設
区
域
外
に
滞
在
す
る
許
可
の
決
定
を
主
席
上
級
医

　
　
師
に
委
譲
す
る
こ
と

　
　
第
一
項
に
よ
る
訴
訟
事
件
に
お
い
て
、
州
裁
判
所
は
主
席
上
級

　
医
師
よ
り
意
見
を
聴
取
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
二
〇
〇
〇
年

　
法
律
第
三
五
四
号
に
よ
り
新
設
）

　
［
付
　
則
］

第
二
十
三
条
　
主
席
上
級
医
師
は
、
患
者
が
保
護
さ
れ
て
い
る
医
療

　
保
護
施
設
又
は
法
精
神
医
学
的
調
査
病
棟
に
勤
務
す
る
精
神
医
学

　
の
あ
る
分
科
に
特
別
な
知
識
を
有
す
る
経
験
豊
富
な
医
師
に
、
主

　
席
上
級
医
師
が
本
法
に
よ
り
有
す
る
職
務
の
執
行
を
委
任
す
る
こ

　
と
が
で
き
る
。
特
別
な
理
由
が
あ
る
場
合
、
主
席
上
級
医
師
は
、

　
医
療
保
護
施
設
又
は
調
査
病
棟
の
別
の
医
師
に
右
の
委
任
を
行
う

　
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
下
記
の
事
項
に
は
こ
れ
を
適
用
し
な
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い
。

　
一
、
第
五
条
に
よ
る
法
精
神
医
学
的
保
護
の
た
め
の
収
容
の
決
定

　
二
、
第
二
二
条
に
よ
る
保
護
の
延
長
の
承
認
の
申
請

　
三
、
第
一
六
条
第
二
項
に
よ
る
保
護
の
終
了
の
届
出

　
四
、
精
神
医
学
的
強
制
保
護
に
関
す
る
法
律
（
］
九
九
一
年
法
律

　
　
第
一
二
一
八
号
）
第
一
七
条
第
一
項
が
準
用
さ
れ
る
本
法
第
八

　
　
条
に
よ
る
処
遇
の
決
定

　
五
、
同
法
第
一
九
条
第
二
項
が
準
用
さ
れ
る
本
法
第
八
条
に
よ
る

　
　
束
縛
の
決
定

　
六
、
同
法
第
二
〇
条
第
二
項
が
準
用
さ
れ
る
本
法
第
八
条
に
よ
る

　
　
隔
離
の
決
定

第
二
十
四
条
精
神
医
学
的
強
制
保
護
に
関
す
る
法
律
（
一
九
九
一

　
年
法
律
第
二
二
八
号
）
第
四
〇
条
第
一
項
、
第
四
二
条
及
び
第

　
四
三
条
、
第
四
四
条
第
一
項
並
び
に
第
四
六
条
及
び
第
四
九
条
の

　
規
定
は
、
法
精
神
医
学
的
保
護
に
つ
い
て
も
こ
れ
を
適
用
す
る
。

第
二
十
五
条
　
本
法
に
よ
り
言
渡
さ
れ
る
決
定
は
、
他
に
定
め
の
な

　
い
限
り
直
ち
に
効
力
を
生
じ
る
。

　
　
検
察
官
が
州
裁
判
所
の
決
定
以
前
に
当
該
決
定
に
対
し
て
不
服

　
申
立
が
あ
り
得
る
旨
届
出
た
場
合
、
州
裁
判
所
又
は
高
等
行
政
裁

　
判
所
の
決
定
は
、
同
決
定
が
確
定
す
る
以
前
又
は
裁
判
所
が
事
前

　
に
同
決
定
に
対
す
る
不
服
申
立
が
提
起
さ
れ
な
い
旨
の
通
知
を
受

　
け
る
以
前
に
は
、
こ
れ
を
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
（
二
〇

　
〇
〇
年
法
律
第
三
五
四
号
）

第
二
十
六
条
　
主
席
上
級
医
師
は
、
本
法
に
よ
り
保
護
さ
れ
て
い
る

　
患
者
の
状
態
が
許
す
限
り
、
当
該
患
者
が
個
別
的
に
相
応
な
情
報

　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
伝
達
に
よ
り
介
助
人
を
得
る
権
利
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
る
よ
う

　
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
第
一
条
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
場
合
に
法
精
神
医
学
的
保
護

　
が
開
始
し
又
は
終
了
し
た
と
き
、
主
席
上
級
医
師
は
、
患
者
委
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
会
活
動
に
関
す
る
法
律
（
一
九
九
八
年
法
律
第
一
六
五
六
号
）
に

　
よ
っ
て
活
動
し
て
い
る
権
限
あ
る
委
員
会
の
存
在
す
る
と
こ
ろ
て

　
は
、
速
や
か
に
右
委
員
会
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。
第
四
条
に
定
め
る
場
合
に
は
、
同
委
員
会
は
、
患
者
が
第
］

　
八
条
第
二
項
に
よ
っ
て
法
精
神
医
学
的
保
護
が
終
了
す
べ
き
で
な

　
い
と
す
る
主
席
上
級
医
師
の
決
定
に
不
服
申
立
を
行
っ
た
と
き
、

　
又
は
同
様
に
不
服
申
立
の
後
に
保
護
が
終
了
し
た
と
き
に
も
、
右

　
の
通
知
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

　
　
精
神
医
学
的
強
制
保
護
に
関
す
る
法
律
（
一
九
九
］
年
法
律
第

　
二
二
八
号
）
第
三
〇
条
な
い
し
第
一
二
条
の
二
の
介
助
人
に
関

　
す
る
規
定
は
、
医
療
保
護
施
設
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
法
精
神
医

　
学
的
保
護
に
適
用
可
能
な
部
分
を
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
介
助
人

　
が
保
護
施
設
に
患
者
を
訪
問
で
き
る
権
利
に
関
す
る
同
法
第
三
〇
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条
第
三
項
第
二
文
の
規
定
は
、
本
法
第
八
条
第
三
項
又
は
訪
問
を

　
受
け
る
患
者
の
権
利
の
制
限
に
関
す
る
、
被
拘
置
者
、
被
勾
留
者

　
そ
の
他
の
処
遇
に
関
す
る
法
律
（
一
九
七
六
年
法
律
第
三
七
一

　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
号
）
第
一
六
条
の
規
定
に
基
づ
く
障
害
の
存
し
な
い
限
度
で
の
み

　
こ
れ
を
適
用
す
る
。
（
二
〇
〇
〇
年
法
律
第
三
五
四
号
）

第
二
十
六
条
の
二
　
介
助
人
の
安
全
に
て
ら
し
て
特
に
必
要
が
あ
る

　
場
合
、
主
席
上
級
医
師
は
、
患
者
に
関
す
る
必
要
な
情
報
を
介
助

　
人
又
は
第
二
六
条
第
二
項
に
定
め
る
委
員
会
に
提
供
し
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。
（
二
〇
〇
〇
年
法
律
第
三
五
四
号
）

第
二
十
七
条
　
支
援
を
提
供
す
る
警
察
署
の
義
務
に
つ
い
て
は
、
精

　
神
医
学
的
強
制
保
護
に
関
す
る
法
律
（
一
九
九
一
年
法
律
第
一
一

　
二
八
号
）
第
四
七
条
第
二
項
の
規
定
を
適
用
可
能
な
限
度
で
適
用

　
す
る
。
右
の
支
援
は
、
第
七
条
第
一
項
に
定
め
る
場
合
で
保
護
が

　
開
始
す
る
と
き
に
患
者
が
自
ら
出
頭
し
な
い
と
き
に
も
こ
れ
を
適

　
用
す
る
。

第
二
十
八
条
　
特
別
な
解
除
事
由
審
理
に
か
か
る
法
精
神
医
学
的
保

　
護
を
患
者
が
受
け
て
い
る
場
合
、
犯
罪
及
び
そ
の
他
の
状
況
か
ら

　
必
要
が
あ
れ
ば
、
主
席
上
級
医
師
は
、
被
害
者
に
対
し
て
、
患
者

　
が
許
可
な
し
に
医
療
保
護
施
設
を
離
れ
た
こ
と
又
は
医
療
保
護
施

　
設
区
域
外
に
滞
在
す
る
許
可
の
期
間
を
経
過
し
た
後
若
し
く
は
右

　
の
許
可
が
取
消
さ
れ
た
後
に
戻
っ
て
来
な
い
こ
と
を
通
知
す
る
よ

　
う
要
求
す
る
可
能
性
を
与
え
、
ま
た
、
患
者
が
医
療
保
護
施
設
区

　
域
外
に
滞
在
す
る
許
可
を
得
る
決
定
が
な
さ
れ
た
と
き
若
し
く
は

　
保
護
が
終
了
し
た
と
き
に
通
知
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
可
能
性
を

　
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
被
害
者
が
希
望
す
る
場
合
、
右
の
通

　
知
は
で
き
る
限
り
早
期
に
、
ま
た
本
条
に
定
め
る
決
定
に
か
か
る

　
場
合
に
は
患
者
が
保
護
施
設
を
離
れ
る
以
前
に
こ
れ
を
提
供
し
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
特
別
な
理
由
が
あ
る
場
合
、
第
一
項
に
定
め
る
通
知
は
、
被
害

　
者
が
通
知
を
要
求
し
な
い
場
合
に
も
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
一
九
九
一
年
法
律
第
一
九
六
八
号
）

第
二
十
九
条
　
法
令
に
定
め
の
あ
る
場
合
の
他
、
主
席
上
級
医
師
は
、

　
精
神
医
学
的
保
護
の
終
了
し
た
後
拘
置
所
又
は
矯
正
保
護
施
設
に

　
移
送
さ
れ
る
べ
き
患
者
の
情
報
が
矯
正
保
護
に
必
要
な
場
合
、
当

　
該
情
報
を
矯
正
保
護
に
提
供
す
る
義
務
が
あ
る
。

　
　
法
精
神
医
学
的
保
護
の
終
了
し
た
後
に
刑
法
第
一
一
二
章
第
一
条

　
の
二
に
よ
る
閉
鎖
的
少
年
保
護
の
判
決
の
結
果
特
別
少
年
ホ
ー
ム

　
に
移
送
さ
れ
る
べ
き
者
に
関
し
て
、
情
報
を
提
供
す
る
同
様
の
義

　
務
が
国
営
施
設
庁
と
の
関
係
で
主
席
上
級
医
師
に
適
用
さ
れ
る
。

　
（
一
九
九
一
年
法
律
第
一
九
六
八
号
で
新
設
・
一
九
九
八
年
法
律

　
第
六
一
七
号
）

第
三
十
条
　
本
法
に
よ
り
保
護
さ
れ
て
い
る
患
者
は
、
そ
の
状
態
の
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許
す
限
り
速
や
か
に
下
記
の
権
利
に
つ
い
て
、
主
席
上
級
医
師
の

配
慮
に
よ
り
、
説
明
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

一
、
第
一
八
条
に
よ
り
決
定
に
対
し
て
不
服
を
申
立
て
る
こ
と

二
、
第
一
六
条
第
二
項
に
よ
り
精
神
医
学
的
保
護
の
終
了
の
申
請

　
を
行
う
こ
と

三
、
第
一
〇
条
又
は
第
一
一
条
に
よ
り
保
護
施
設
区
域
外
に
滞
在

　
す
る
許
可
の
申
請
を
行
う
こ
と

四
、
訴
訟
代
理
人
又
は
付
添
人
を
選
任
す
る
こ
と

五
、
第
二
二
条
の
二
に
よ
り
国
選
付
添
人
を
得
る
こ
と

　
本
法
は
、
医
療
保
護
施
設
又
は
調
査
病
棟
に
、
患
者
の
目
に
よ

く
つ
く
よ
う
に
こ
れ
を
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
二
〇
〇

〇
年
法
律
第
三
五
四
号
）

　
［
経
過
規
定
］

本
法
は
、
一
九
九
二
年
一
月
一

（
以
下
編
略
。
）

日
よ
り
効
力
を
生
じ
る
。

二
、

法
精
神
医
学
的
調
査
に
関
す
る
法
律

一
年
法
律
第
一
二
二
七
号
）
仮
訳

（
一
九
九

（
一
譜
（
一
8
一
”
一
一
零
）
o
∋
感
暮
呂
ω
旨
一
簿
ユ
葵
仁
⇒
α
R
ω
穿
三
コ
鵬
）

（
二
〇
〇
三
年
一
月
一
日
現
在
の
正
文
）

　
［
法
精
神
医
学
的
調
査
の
決
定
］

第
一
条
裁
判
所
は
、
刑
事
訴
訟
事
件
に
お
い
て
下
記
の
事
項
を
判

　
断
す
る
目
的
で
、
法
精
神
医
学
調
査
に
つ
い
て
決
定
す
る
こ
と
が

　
　
（
1
5
）

　
で
き
る
。

　
一
、
被
疑
者
を
刑
法
第
三
一
章
第
三
条
に
よ
る
法
精
神
医
学
的
保

　
　
護
に
委
託
す
る
た
め
の
医
学
的
要
件
が
存
在
す
る
か
否
か
、
又

　
　
は

　
二
、
被
疑
者
が
重
篤
な
精
神
障
害
の
影
響
の
も
と
に
罪
を
犯
し
た

　
　
か
否
か
。

　
　
右
の
調
査
の
目
的
は
、
裁
判
所
の
上
記
決
定
の
中
に
示
さ
れ
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
決
定
が
第
一
項
第
一
号
に
よ
る
調
査
に
か
か

　
る
場
合
に
は
、
当
該
決
定
に
は
、
右
の
調
査
が
特
別
な
解
除
事
由

　
審
理
を
伴
う
保
護
の
た
め
の
要
件
を
含
む
べ
き
か
否
か
を
明
ら
か

　
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
二
条
　
法
精
神
医
学
的
調
査
の
決
定
は
、
被
疑
者
が
罪
を
自
白
し

　
て
い
る
場
合
又
は
被
疑
者
が
罪
を
犯
し
た
と
す
る
確
信
的
証
拠
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
提
出
さ
れ
た
場
合
に
の
み
、
こ
れ
を
言
渡
す
こ
と
が
で
き
る
。
た

　
だ
し
、
右
の
決
定
は
、
犯
罪
に
対
す
る
制
裁
が
罰
金
に
と
ど
ま
る

　
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
は
こ
れ
を
言
渡
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
　
法
精
神
医
学
的
調
査
の
決
定
は
、
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
こ
れ

　
を
言
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
条
　
裁
判
所
は
、
法
精
神
医
学
的
調
査
が
当
該
刑
事
訴
訟
事
件

　
に
お
い
て
実
施
さ
れ
な
い
限
り
、
特
別
な
解
除
事
由
審
理
を
伴
う

　
法
精
神
医
学
的
保
護
へ
委
託
す
る
旨
を
定
め
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
た
だ
し
、
被
疑
者
が
既
に
特
別
な
解
除
事
由
審
理
を
伴
う
法
精

　
神
医
学
的
保
護
を
受
け
、
か
つ
右
の
保
護
に
責
任
を
も
つ
主
席
上

　
級
医
師
か
ら
第
一
条
に
定
め
る
観
点
に
つ
い
て
所
見
を
取
得
し
て

　
い
た
場
合
に
は
、
法
精
神
医
学
的
調
査
は
必
要
で
な
い
。

第
四
条
　
裁
判
所
は
、
特
別
な
解
除
事
由
審
理
を
伴
わ
な
い
法
精
神

　
医
学
的
保
護
に
処
す
る
た
め
の
医
学
的
要
件
を
内
実
と
す
る
法
精

　
神
医
学
的
調
査
が
な
さ
れ
、
又
は
刑
事
訴
訟
事
件
に
お
け
る
人
格

　
調
査
に
関
す
る
法
律
（
一
九
九
一
年
法
律
第
二
〇
四
一
号
）
第

　
（
1
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
七
条
に
定
め
る
医
師
の
診
断
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提

　
要
件
と
し
て
、
何
人
を
も
こ
れ
を
右
の
法
精
神
医
学
的
保
護
に
委

　
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
被
疑
者
が
既
に
精
神
医
学
的
強
制
保
護
に
関
す
る
法
律
（
一
九

九
一
年
法
律
第
一
二
一
八
号
）
又
は
法
精
神
医
学
的
保
護
に
関
す

る
法
律
（
一
九
九
一
年
法
律
第
一
二
一
九
号
）
に
よ
っ
て
保
護
さ

れ
て
い
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
右
の
保
護
に
責
任
を
負
う
主

席
上
級
医
師
よ
り
医
学
的
要
件
に
関
す
る
所
見
を
取
得
す
る
こ
と

の
み
を
必
要
と
す
る
。
（
一
九
九
一
年
法
律
第
二
〇
四
四
号
）

　
［
調
査
の
実
施
］

第
五
条
　
法
精
神
医
学
的
調
査
は
、
健
康
及
び
医
療
保
護
施
設
又
は

　
特
別
な
調
査
病
棟
に
お
い
て
こ
れ
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
右
の
調
査
病
棟
は
、
法
精
神
医
学
的
調
査
が
実
施
さ
れ
る
保
護
病

　
棟
を
も
意
味
す
る
。
各
調
査
病
棟
へ
の
法
精
神
医
学
的
調
査
の
配

　
点
は
、
政
府
の
定
め
る
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
。

第
六
条
　
法
精
神
医
学
的
調
査
は
、
最
大
限
の
迅
速
さ
を
も
っ
て
こ

　
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
精
神
医
学
的
調
査
は
、
右
の

　
調
査
を
求
め
る
裁
判
所
の
目
的
及
び
そ
の
他
個
別
的
な
場
合
の
諸

　
事
情
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
右
の
調
査
に
か
か
る
所
見
は
、
調
査
業
務
が
完
了
し
た
後
遅
滞

　
な
く
裁
判
所
に
提
出
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
右
の
所
見
は
、

　
右
の
調
査
の
決
定
が
調
査
病
棟
に
到
着
し
て
か
ら
、
被
疑
者
が
拘

　
置
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
四
週
間
以
内
に
、
そ
の
他
の
場
合
に
は
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六
週
間
以
内
に
、
そ
れ
ぞ
れ
提
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
裁

　
判
所
は
、
正
当
な
理
由
が
存
す
る
場
合
に
は
そ
の
猶
予
を
認
め
る

　
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
条
　
法
精
神
医
学
的
調
査
に
関
す
る
所
見
は
、
調
査
病
棟
の
医

　
師
又
は
調
査
病
棟
の
長
の
任
命
す
る
他
の
医
師
が
こ
れ
を
提
出
し

　
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
右
の
所
見
は
、
決
定
に
示
さ
れ
て
い
る
問
題
に
関
す
る
意
見
を

　
内
容
と
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
右
の
所
見
に
は
右
の
意
見

　
を
根
拠
づ
け
る
事
情
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
所
見
を
提
出
す
る
医
師
の
資
格
に
関
す
る
規
定
は
、
政
府
又
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
政
府
の
委
任
の
後
に
社
会
庁
が
こ
れ
を
制
定
す
る
。

第
八
条
　
拘
置
中
の
者
で
あ
っ
て
法
精
神
医
学
的
調
査
を
受
け
る
べ

　
き
者
は
、
遅
滞
な
く
、
遅
く
と
も
右
の
調
査
の
決
定
が
調
査
病
棟

　
に
到
着
し
て
か
ら
七
日
以
内
に
調
査
病
棟
に
同
行
さ
れ
な
く
て
は

　
な
ら
な
い
。
法
精
神
医
学
的
調
査
が
完
了
し
た
後
、
被
疑
者
が
精

　
神
医
学
的
強
制
保
護
又
は
そ
の
他
拘
置
所
に
お
い
て
は
適
切
に
提

　
供
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
保
護
を
必
要
と
す
る
場
合
に
は
、
右
の

　
被
疑
者
は
、
健
康
及
び
医
療
保
護
領
域
の
病
棟
に
こ
れ
を
同
行
し

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
他
の
場
合
に
は
、
被
疑
者
を
拘
置
所

　
に
戻
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
た
だ
し
、
特
別
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
拘
置
中
の
者
に
関

　
す
る
法
精
神
医
学
的
調
査
を
拘
置
所
に
お
い
て
実
施
す
る
こ
と
が

　
で
き
る
。
こ
れ
に
関
す
る
決
定
は
、
矯
正
保
護
庁
が
こ
れ
を
言
渡

　
す
。

　
　
拘
置
中
の
者
で
法
精
神
医
学
的
調
査
を
受
け
て
い
る
者
の
処
遇

　
の
た
め
の
規
定
は
、
勾
留
又
は
拘
置
等
を
受
け
て
い
る
者
の
処
遇

　
に
関
す
る
法
律
（
一
九
七
六
年
法
律
第
三
七
一
号
）
及
び
法
精
神

　
医
学
的
保
護
に
関
す
る
法
律
（
一
九
九
一
年
法
律
第
一
一
二
九

　
号
）
に
定
め
る
。
（
一
九
九
五
年
法
律
第
七
三
七
号
）

第
九
条
　
拘
置
さ
れ
て
い
な
い
者
の
法
精
神
医
学
的
調
査
は
、
右
の

　
調
査
に
つ
い
て
所
見
を
提
出
す
べ
き
医
師
の
定
め
る
日
時
及
び
場

　
所
に
お
い
て
こ
れ
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
右
の
調
査
は
、
で

　
き
る
限
り
被
疑
者
の
防
御
活
動
を
妨
害
せ
ず
ま
た
そ
の
他
の
不
都

　
合
が
被
疑
者
に
生
じ
な
い
よ
う
に
こ
れ
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

第
十
条
　
拘
置
さ
れ
て
い
な
い
被
疑
者
若
し
く
は
そ
の
他
自
由
を
剥

　
奪
さ
れ
て
い
な
い
被
疑
者
が
法
精
神
医
学
的
調
査
の
た
め
に
自
ら

　
出
頭
し
な
い
場
合
又
は
そ
の
他
被
疑
者
が
任
意
に
右
の
調
査
に
協

　
力
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
場
合
、
裁
判
所
は
、
右
の
被
疑
者
を
調

　
査
病
棟
に
収
容
す
る
旨
の
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
右
の
決

　
定
に
は
、
被
疑
者
が
右
の
病
棟
に
身
柄
拘
束
で
き
る
長
く
と
も
二

　
週
間
以
内
の
最
長
収
容
期
間
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
右
の
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調
査
を
定
め
ら
れ
た
期
間
内
に
終
了
で
き
な
い
場
合
に
は
、
裁
判

　
所
は
、
右
の
被
疑
者
を
更
に
最
長
二
週
間
身
柄
拘
束
す
る
旨
の
決

　
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
収
容
の
提
案
は
、
調
査
担
当
医
師
が
こ
れ
を
行
う
。
被
疑
者
は

　
右
の
提
案
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
　
第
一
〇
条
に
基
づ
き
収
容
さ
れ
て
い
る
者
は
、
法
精
神

　
医
学
的
保
護
に
関
す
る
法
律
（
一
九
九
一
年
法
律
第
一
一
二
九

　
号
）
に
よ
る
保
護
を
与
え
ら
れ
る
。
法
精
神
医
学
的
保
護
を
受
け

　
な
い
被
収
容
者
に
関
し
て
は
、
精
神
医
学
的
強
制
保
護
に
関
す
る

　
法
律
（
一
九
九
一
年
法
律
第
二
二
八
号
）
第
一
八
条
な
い
し
第

　
二
四
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

　
［
付
　
則
］

第
十
二
条
　
裁
判
所
は
、
第
三
条
又
は
第
四
条
に
定
め
る
調
査
に
つ

　
い
て
社
会
庁
よ
り
意
見
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
必
要
な
場
合
、
社
会
庁
は
右
の
調
査
を
補
充
す
る
こ
と
が
で
き

　
る
。
法
精
神
医
学
的
調
査
が
補
充
さ
れ
る
べ
き
場
合
、
右
の
調
査

　
に
関
す
る
第
五
条
、
第
六
条
第
一
項
及
び
第
八
条
な
い
し
第
二

　
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
適
用
可
能
な
限
度
で
適
用
す
る
。

　
社
会
庁
は
、
右
の
補
充
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
を
特
定
の
医
師
に

　
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
三
条
　
被
疑
者
が
釈
放
さ
れ
て
い
る
場
合
、
警
察
署
は
、
第
七

　
条
に
よ
り
所
見
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
医
師
の
要
求
に
よ

　
り
被
疑
者
を
調
査
の
た
め
出
頭
さ
せ
る
た
め
の
支
援
を
提
供
し
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条
　
法
精
神
医
学
的
調
査
に
必
要
な
被
疑
者
に
関
す
る
情
報

　
は
、
秘
密
法
（
一
九
八
○
年
法
律
第
一
〇
〇
号
）
第
七
章
第
一
条

　
又
は
第
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
よ
り
秘
密
が
適
用
さ
れ
る
機

　
関
か
ら
、
秘
密
に
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
な
く
提
供
さ
れ
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
。
第
四
条
第
二
項
に
定
め
る
医
師
の
所
見
、
か
か
る
所
見

　
に
つ
い
て
の
社
会
庁
の
意
見
又
は
第
四
条
第
一
項
に
定
め
る
医
師

　
の
診
断
書
に
必
要
な
被
疑
者
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
も
同
様
と

　
す
る
。

第
十
五
条
　
第
一
〇
条
に
よ
る
裁
判
所
の
決
定
に
対
し
て
は
個
別
に

　
不
服
を
申
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
本
法
に
基
づ
き
裁
判
所
の
言
渡
し
た
決
定
は
直
ち
に
効
力
を
生

　
じ
る
。
第
一
〇
条
に
よ
る
決
定
に
つ
い
て
は
、
右
の
決
定
が
調
査

　
の
た
め
の
身
柄
拘
束
の
延
長
命
令
に
関
す
る
場
合
に
限
り
本
項
を

　
適
用
す
る
。

第
十
六
条
　
第
八
条
第
二
項
に
よ
る
矯
正
保
護
庁
の
決
定
に
対
し
て

　
は
一
般
行
政
裁
判
所
に
不
服
申
立
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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高
等
行
政
裁
判
所
に
対
す
る
不
服
申
立
に
は
審
理
許
可
が
必
要

　
で
あ
る
。
（
一
九
九
五
年
法
律
第
八
七
号
）

第
十
七
条
　
本
法
及
び
本
法
に
基
づ
い
て
制
定
さ
れ
た
規
定
の
存
続

　
に
関
す
る
監
視
は
、
社
会
庁
が
こ
れ
を
実
行
す
る
。

　
［
経
過
規
定
］

一
、
本
法
は
一
九
九
二
年
一
月
一
日
よ
り
効
力
を
生
じ
る
。
同
時
に
、

　
刑
事
訴
訟
事
件
に
お
け
る
法
精
神
医
学
的
調
査
に
関
す
る
法
律

　
（
一
九
六
六
年
法
律
第
三
〇
一
号
）
は
こ
れ
を
廃
止
す
る
。

二
、
（
以
下
編
略
）

（
1
）
　
坂
田
仁
、
精
神
医
学
的
強
制
保
護
に
関
す
る
法
律
、
法
学
研
究

　
七
六
巻
五
号
八
五
頁
以
下
。

（
2
）
　
法
精
神
医
学
的
調
査
に
関
す
る
法
律
の
旧
法
に
つ
い
て
は
、
坂

　
田
仁
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
「
刑
事
訴
訟
事
件
に
お
け
る
法
精
神
医
学
的

　
調
査
に
関
す
る
法
律
」
、
法
学
研
究
五
六
巻
］
号
九
一
頁
以
下
及
び

　
坂
田
仁
、
犯
罪
者
処
遇
の
思
想
、
慶
鷹
義
塾
大
学
出
版
会
、
昭
和
五

　
九
年
、
二
一
三
頁
以
下
を
参
照
。
同
法
（
］
九
六
六
年
法
律
第
三
〇

　
一
号
・
］
九
八
一
年
現
在
）
の
訳
文
は
前
掲
法
学
研
究
五
六
巻
一
号

　
九
五
頁
以
下
に
翻
訳
・
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
3
）
≦
9
0
5
U
鎚
卑
蝉
一
こ
閃
噌
o
霧
び
巴
訂
昌
－
国
コ
ざ
ヨ
ヨ
①
葺
弩

　
訳
8
．
謡
－
o。
o
o
）
Z
o
『
ω
9
象
ω
一
仁
匡
9
F
o。
ω
⊆
O
巳
①
ヨ
o
艮
“
N
O
O
ρ
P

　Go

一
“
OQ

’

（
4
）
　
刑
法
三
〇
章
六
条
が
、

　
「
重
篤
な
精
神
的
障
害
の
影
響
の
下
に
罪
を
犯
し
た
者
を
拘
禁
に
処

　
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
右
の
場
合
、
他
の
い
か
な
る
制
裁
も
判
決
さ

　
れ
る
べ
き
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
被
告
人
に
制
裁

　
の
免
除
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
い
な
い
。
（
］
九
九
一
年
法
律
第
］

　
二
二
八
号
）
」

　
と
規
定
す
る
一
方
、
刑
法
三
］
章
三
条
は
、

　
「
定
め
ら
れ
た
制
裁
が
罰
金
に
と
ど
ま
ら
な
い
罪
を
犯
し
た
者
が
重

篤
な
精
神
障
害
に
罹
っ
て
い
る
場
合
、
裁
判
所
は
、
そ
の
精
神
状
態

及
び
そ
の
他
の
個
人
的
な
事
情
に
て
ら
し
て
、
そ
の
者
を
自
由
剥
奪

及
び
そ
の
他
の
強
制
と
結
合
し
た
精
神
医
学
的
保
護
の
た
め
の
医
療

保
護
施
設
に
収
容
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
、
そ
の
者
を
法
精
神
医
学

　的

保
護
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
罪
が
重
篤
な
精
神
障
害
の
影
響
下
に
犯
さ
れ
た
場
合
て
あ
っ
て
、

　
そ
の
精
神
障
害
の
結
果
そ
の
者
が
重
大
な
犯
罪
を
再
度
実
行
す
る
危

険
が
存
す
る
場
合
、
裁
判
所
は
、
法
精
神
医
学
的
保
護
に
関
す
る
法

律
（
一
九
九
一
年
法
律
第
］
二
一
九
号
）
に
よ
り
特
別
な
解
除
事
由

審
理
が
行
わ
れ
る
べ
き
旨
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
被
告
人
の
過
去
の
犯
罪
に
て
ら
し
て
又
は
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り

　
必
要
な
場
合
、
裁
判
所
は
、
法
精
神
医
学
的
保
護
へ
の
委
託
と
結
合

　
し
て
他
の
制
裁
を
言
渡
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
拘
禁
又
は
他

　
の
特
別
保
護
へ
の
委
託
を
言
渡
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
（
一
九
九
］
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［図1］　精神障害犯罪者の取扱

重
篤
な
精
神
障
害
の
有
無

（
○
は
有
り
、
×
は
な
し
）

制
裁

行
為
時

調
査
時

場
合
1

○

×

拘
禁
も
法
精
神
医
学

的
保
護
も
不
可
能

場
合
2

（
の
）

○

拘
禁
の
禁
止
・
法
精

神
医
学
的
保
護
可
能

場
合
3

×

0

法
精
神
医
学
的
保
護

可
能
。

「
場
合
2
」
の
場
合
、
重
大
な
罪
の
再
犯
の
危
険
が
あ
る
場

合
に
は
州
裁
判
所
に
よ
る
特
別
な
解
除
事
由
審
理
が
必
要
に

な
る
。

年
法
律
第
一
二
二
八
号
）
」

と
規
定
し
て
い
る
。
三
一
章
三
条
の
規
定
の
一
項
は
、
精
神
医
学
的

強
制
保
護
に
関
す
る
法
律
三
条
一
項
の
要
件
と
変
わ
ら
な
い
が
、
二

項
の
特
色
は
、
同
種
の
罪
の
再
犯
可
能
性
を
条
件
に
保
護
の
終
了
を

州
裁
判
所
の
審
理
に
委
ね
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
本
法
一
六
条
参

昭
｛
。
　
（
○
同
α
昌
毛
帥
一
一
”
い
㊤
お
　
9
　
聾
一
こ
　
℃
ω
『
臨
四
q
一
P
　
け
く
鋤
⇒
鵬
9
　
0
0
げ

一
轟
①
P
Z
o
笏
辞
①
響
ω
甘
ユ
象
F
一
8
蝉
P
器
亜
）

　
こ
の
二
個
の
規
定
に
は
重
篤
な
精
神
障
害
の
影
響
下
に
罪
を
犯
し

た
者
を
拘
禁
に
処
す
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
と
も
に
、
裁

判
の
時
に
重
篤
な
精
神
障
害
を
示
し
て
い
な
い
者
を
法
精
神
医
学
的

保
護
に
委
託
で
き
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
状
況
は
図
式

的
に
次
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
温
ω

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㎡
μ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㎞
几

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
陀
se

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旬
d

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蛤
買

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
鏡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㏄
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
S
．
σ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
r
e
S

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
a
凱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
d

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
a
α

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
r
　
　
O

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
t
　
O

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
r
　
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
e

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
V
　
　
r

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
”
O
　
　
a

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
g
　
r

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
a
　
e

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
l
　
d

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
a
　
”
a

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
d
榊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
”
㏄
u

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
航
面

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
雄
　
o

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
6
　
P

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
ハ
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
卵
u

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω
紐

（
5
）
　
坂
田
仁
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
「
閉
鎖
的
少
年
保
護
」
、
佐
藤
司

先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
下
巻
、
信
山
社
、
平
成
十
四
年
、
五
］
一
頁

以
下
参
照
。

（
6
）
　
精
神
医
学
的
強
制
保
護
に
関
す
る
法
律
第
二
条
及
び
同
条
に
付

　
し
た
解
説
（
坂
田
仁
、
精
神
医
学
的
強
制
保
護
に
関
す
る
法
律
、
法

　学研究

七
六
巻
五
号
、
一
〇
〇
頁
注
（
3
）
参
照
。

（
7
）
　
同
右
法
学
研
究
七
六
巻
五
号
一
〇
一
頁
注
（
5
）
参
照
。

（
8
）
　
同
右
法
学
研
究
七
六
巻
五
号
末
尾
添
付
の
図
を
参
照
。

（
9
）
原
語
は
ヨ
一
の
ω
感
昌
葬
①
。
文
字
通
り
犯
罪
の
嫌
疑
を
受
け
た
者

　
で
、
被
告
人
（
包
一
蜜
冨
号
）
と
は
異
な
る
が
、
法
律
本
文
に
被
告

　
人
の
語
は
使
わ
れ
て
い
な
い
。

（
1
0
）
　
坂
田
、
前
出
法
学
研
究
七
六
巻
五
号
一
〇
二
頁
注
（
6
）
参
照
。

（
H
）
　
本
稿
注
（
4
）
に
引
用
し
た
刑
法
三
一
章
三
条
三
項
の
規
定
か
ら

　
明
ら
か
な
よ
う
に
、
法
精
神
医
学
的
保
護
へ
の
委
託
の
判
決
に
は
、

　
拘
禁
及
び
他
の
特
別
保
護
へ
の
委
託
以
外
の
制
裁
の
併
科
が
認
め
ら

　
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

（
1
2
）
　
坂
田
、
前
出
法
学
研
究
七
六
巻
五
号
一
〇
二
頁
注
（
1
0
）
参
照
。

（
1
3
）
　
同
右
法
学
研
究
七
六
巻
五
号
一
〇
三
頁
注
（
1
2
）
参
照
。

（
1
4
）
被
拘
置
者
、
被
勾
留
者
そ
の
他
の
処
遇
に
関
す
る
法
律
一
六
条

　
は
、
本
人
の
希
望
又
は
拘
置
上
の
事
情
で
同
一
の
拘
置
房
に
複
数
の

被
疑
者
を
収
容
す
る
場
合
の
制
限
と
新
聞
、
雑
誌
、
テ
レ
ビ
等
の
利

　
用
の
制
限
と
を
捜
査
主
任
官
又
は
検
察
官
が
処
理
す
る
こ
と
を
定
め

　
て
い
る
。
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（
1
5
）
　
法
精
神
医
学
的
調
査
の
目
的
は
、
こ
の
二
つ
に
限
定
さ
れ
る
。

被
告
人
の
刑
事
責
任
の
減
軽
事
情
の
調
査
等
の
た
め
に
こ
の
調
査
の

結
果
を
使
用
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
（
～
、
凶
o
ε
廿
O
こ
O
P

　息辞

：
℃
P
ω
一
”
O
爵
み
ご

（
1
6
）
　
こ
の
要
件
は
、
被
告
人
が
有
罪
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
な
け

　
れ
ば
、
法
精
神
医
学
的
調
査
を
実
施
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い

　
る
。
つ
ま
り
、
公
判
の
審
理
で
明
ら
か
に
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
審

　
理
に
入
る
以
前
に
被
告
人
が
有
罪
で
あ
る
と
の
予
断
を
抱
い
て
し
ま

　
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
か
ら
、
法
精
神
医
学
的
調
査
の
実
施
を
決
定

　
し
た
裁
判
官
の
除
斥
・
忌
避
の
問
題
が
生
じ
て
い
る
（
ゆ
Φ
ω
一
三
〇
ヨ

　
鼠
房
霧
嘗
す
三
葵
⊆
コ
α
震
ω
α
ζ
ぎ
騎
oo
O
⊂
N
O
O
O
為
O
）
。

（
1
7
）
　
同
法
七
条
は
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

　
　
第
七
条
　
裁
判
所
は
、
そ
の
理
由
が
あ
る
場
合
、
第
二
条
第
二
文

　
に
定
め
る
前
提
の
も
と
に
被
疑
者
に
関
す
る
診
断
書
を
医
師
に
提
出

　
す
る
よ
う
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
右
の
命
令
の
中
で
裁
判
所
が
特

　
に
指
示
す
る
場
合
、
右
の
診
断
書
に
は
被
疑
者
を
特
別
な
解
除
事
由

　
審
理
を
伴
わ
な
い
法
精
神
医
学
的
保
護
に
委
託
す
る
た
め
の
医
学
的

　
要
件
を
含
め
な
け
れ
は
な
ら
な
い
。

　
　
政
府
又
は
政
府
の
指
定
す
る
官
署
は
、
右
の
診
断
書
の
書
式
に
関

　
す
る
規
定
を
定
め
る
。
法
精
神
医
学
的
調
査
に
関
し
て
所
見
を
提
出

　
で
き
る
医
師
の
み
が
第
一
項
第
二
文
に
定
め
る
診
断
書
を
提
出
す
る

　
命
令
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
第
三
項
編
略
）

　
　
こ
の
中
の
二
条
二
文
の
規
定
は
、
「
公
訴
が
提
起
さ
れ
て
い
な
い

場
合
に
は
、
右
の
決
定
は
、
被
疑
者
が
行
為
を
自
白
し
て
い
る
か
又

　
は
そ
の
他
被
疑
者
が
罪
を
犯
し
て
い
る
疑
い
に
明
ら
か
な
理
由
が
存

　
す
る
と
の
前
提
で
の
み
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
い
う
も

　
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
法
律
に
つ
い
て
は
、
坂
田
仁
、
刑
事
訴
訟

　
事
件
に
お
け
る
人
格
調
査
に
関
す
る
法
律
、
J
C
C
D
ニ
ュ
ー
ス
九

　
一
号
、
二
一
頁
以
下
及
び
そ
こ
に
引
用
さ
れ
て
い
る
文
献
を
参
照
。

（
1
8
）
　
七
条
診
断
書
の
書
式
は
、
右
記
J
C
C
D
ニ
ュ
ー
ス
九
一
号
、

　
一
五
～
一
六
頁
に
掲
載
し
て
あ
る
。

（
1
9
）
Φ
法
精
神
医
学
に
特
殊
資
格
を
有
す
る
医
師
及
び
②
一
般
精
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又
は
児
童
・
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年
精
神
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学
に
特
殊
資
格
を
有
し
、
か
つ
法
医

学
庁
が
法
精
神
医
学
的
所
見
の
提
出
を
命
じ
た
医
師
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、
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神
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学
的
調
査
に
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を
有
す
る
医
師
（
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ω
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8
。
。
”
轟
島
）
。

　
　
所
見
は
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定
の
書
式
（
o
o
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o

o
開
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o
一
8
9
置
∩
ご
に
従
っ
て
提
出

　
さ
れ
る
。
そ
の
主
要
部
分
は
付
録
に
示
す
よ
う
に
四
頁
か
ら
な
っ
て

　
い
る
が
、
そ
の
他
に
身
体
状
態
、
精
神
状
態
、
心
理
状
態
、
社
会
状

態
な
ど
の
調
査
結
果
が
根
拠
資
料
と
し
て
添
付
さ
れ
る
。
日
本
の
少

　
年
調
査
票
と
鑑
別
結
果
通
知
書
と
を
合
体
し
た
形
式
に
な
っ
て
い
る
。

［
付
録
］
　
法
精
神
医
学
的
調
査
の
書
式

次
頁
以
降
は
書
式
の
原
文
を
翻
訳
し
た
も
の
。

＊
（
）
は
訳
注
。
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法学研究76巻9号（2003：9）

法医学庁　　　　　　　　　　　　　　　　　　法精神医学的所見
法精神医学部、ストックホルム

Box　xxxx
xxx　xx　Huddinge
Tel：08－xxxxxxx　Fax：08－xxxxxxx

　　決定

1作成日　　調査番号 1
裁判所　　　　　　　　　　　決定の日　　　　　　決定の到着日1
裁判所の方針　　　　　　　　拘禁禁止

SUPのない法精神医学的保　SUP付法精神医学的保護の
護の要件　　　　　　　　　　要件
　　　　　　　　　　　　　　　一

事件番号

B
　＊（SUPは特別解除事由審理の略）

被調査者

氏名 個人番号

郵便住所、コムーン、州 職業／学籍

国籍

スウェーデン（）その他（）（19　年以来）

母国 母国コード（　）

父（）　母（）

被告事件／被疑事実 拘置　有（）無（）

法精神医学的判定

＊（自由記述）

制裁の提案 出廷阻害事由

　　有　無　x

担当調査医師

署名 電話

　08－xxxxxxx

氏名の詳細　　　　　　　　　　　　　　称号／職務

調査分担医師／共同調査者＊（医師以外の者も含まれる。）

医名　　　　　　　　　称号／職務 1
本所見は、3通を裁判所に、1通を収容保護施設に、更に1通を法医学庁中央公文書

館（Boxxxxx，xxxxxHuddinge）に提出する。
法医学庁は、裁判所が判決の写しを調査部及び法医学庁中央公文書館に送付するよ
う希望する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
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スウェーデン「法精神医学的保護に関する法律」及び「法精神医学的調査に関する法律」（仮訳）

診断の概要

法医学庁

法精神医学部、ストックホルム

作成日 調査番号

DSM－IVの診断
　1軸：症状

コード 診断 G u

2軸：人格障害

　　　コード　診断

　　　主たる診断：　　　　1軸

3軸：ICDlOによる身体疾病

又は　2軸

コード 診断

4軸：心理社会的問題及びその他の生活状況にかかる問題

　　　（個別項目に従い主要な問題を第一に3個の最重要な問題）

時点 問題 コード

主たる行

為の前に

1
2
3

5軸：全体的機能評価尺度（GAF）

　　　（最高水準：100　最低水準：1 情報不足：0）

調査時 最近1年の最高水準

行為時

注：G二行為時の診断

　　U二調査時の診断

＊（American　Psychiatric　Association（APA），Quick　Reference　to　the　Diagnos－

tic　Criteria　from　DSM－IV－TR，APA，2000及びそのスウェーデン訳、MINI－D　IV，

2002を参照。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2
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法学研究76巻9号（2003：9）

法医学庁

法精神医学部、ストックホルム

この法精神医学的所見は、法医学庁規則及び一般通達SOSFS1996：14（M）

に従い作成されている。

所見は下記の資料に基づいている。

社会調査：＊（ここに担当者の氏名が入る。以下同じ。）

心理調査1

医学・精神医学調査：

看護調査：

資料源：

　X地方裁判所事件記録B
　X

　X

＊（SOSFS1996：14（M）の標題はRattspsykiatrisk　unders6kningである。）

3
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スウェーテン「法精神医学的保護に関する法律」及び「法精神医学的調査に関する法律」（仮訳）

精神医学的所見　＊（自由記述）
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